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「子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）の実施に

ついて」の一部改正について 

 

 

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）について、

今般、別添のとおり「子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・セン

ター事業）実施要綱」の一部改正を行い、平成 31 年４月１日から適用すること

としたので通知する。 

なお、管内市町村（特別区及び一部事務組合を含む。）に対して周知徹底を図

るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。 


